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国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款 本則 

改 正 案（新） 現 行（旧） 

（国選被害者参加弁護士の候補の指名打診

に関する事項）  

第７条 センターは、選定請求又は指名通知請

求に応じて、個別の事件の国選被害者参加弁

護士の候補を指名するときは、指名通知用名

簿に登載された弁護士に対し、国選被害者参

加弁護士の候補として指名することについ

ての打診（以下「指名打診」という。）を行う

ものとする。  

２ 前項の指名打診は、第４条第１項の契約申

込書により指定された連絡方法（第９条第１

項の規定により連絡方法の変更の届出があ

ったとき又は同条第３項の規定により変更

の手続が行われたときは、変更後の連絡方

法）によって行うものとする。  

３ （略） 

（国選被害者参加弁護士の候補の指名打診

に関する事項）  

第７条 センターは、選定請求又は指名通知請

求に応じて、個別の事件の国選被害者参加弁

護士の候補を指名するときは、指名通知用名

簿に登載された弁護士に対し、指名打診を行

うものとする。  

 

 

２ 前項の指名打診は、第４条第１項の契約申

込書により指定された連絡方法（第９条第１

項の規定により連絡方法の変更の届出があ

ったときは、変更後の連絡方法）によって行

うものとする。  

 

３ （略）  

 （裁判所に対する通知に関する事項）  

第８条 （略）  

２ センターは、前項の規定により指名通知を

する弁護士が、総合法律支援法（平成１６年

法律第７４号。以下「支援法」という。）第３

９条の３第２項第２号に規定する弁護士で

あるときは、指名通知請求をした裁判所にそ

の旨を併せて通知する。  

 （裁判所に対する通知に関する事項）  

第８条 （略）  

２ センターは、前項の項定により指名通知を

する弁護士が、総合法律支援法（平成１６年

法律第７４号。以下「支援法」という。）第３

９条の３第２項第２号に規定する弁護士で

あるときは、指名通知請求をした裁判所にそ

の旨を併せて通知する。  

（契約申込書記載事項等の変更の届出） 

第９条 （略） 

２ （略） 

３ センターは、前２項の規定による届出がな

い場合においても、第４条第２項第１号から

第３号までに掲げる事項又は所属弁護士会

に変更があったことを知ったときは、これら

（契約申込書記載事項等の変更の届出） 

第９条 （略） 

２ （略） 

（新設） 
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の事項について変更の手続を行うことがで

きる。 

（選定及び活動の終了に関する報告） 

第１０条 （略） 

２ 一般被害者参加弁護士契約弁護士は、セン

ターの指名通知により国選被害者参加弁護

士に選定された事件について、当該選定の取

消し、検察官による上訴、上訴提起期間満了

その他の事由により国選被害者参加弁護士

としての活動を終了したときは、遅滞なく、

その旨（選定の取消しの理由が明らかにされ

ているときはその理由を含む。）をセンター

に報告しなければならない。 

（選定及び活動の終了に関する報告） 

第１０条 （略） 

２ 一般被害者参加弁護士契約弁護士は、セン

ターの指名通知により国選被害者参加弁護

士に選定された事件について、当該選定の取

消しその他の事由により国選被害者参加弁

護士としての活動を終了したときは、遅滞な

く、その旨（選定の取消しの理由が明らかに

されているときはその理由を含む。）をセン

ターに報告しなければならない。 

（報告先に関する事項） 

第１３条 （削る） 

 

 

（削る） 

 

 

前３条に規定する報告は、国選被害者参加

弁護士に選定された事件について指名通知

を行った地方事務所（以下「指名等事務所」

という。）に対して行わなければならない。 

（届出先及び報告先に関する事項） 

第１３条 第９条第１項に規定する届出は、契

約申込書を提出した地方事務所に対して行

わなければならない。 

２ 第９条第２項に規定する届出は、変更後の

所属弁護士会に対応する地方事務所に対し

て行わなければならない。 

３ 前３条に規定する報告は、国選被害者参加

弁護士に選定された事件について指名通知

を行った地方事務所（地方裁判所の本庁所在

地にある事務所以外の事務所が指名通知を

行ったときは当該事務所。以下「指名等事務

所」という。）に対して行わなければならな

い。 

（選定一般被害者参加弁護士契約弁護士に

よる請求に関する事項） 

第１７条 選定一般被害者参加弁護士契約弁

護士は、選定の取消し（同一事件を含む事件

の国選被害者参加弁護士への選定と近接し

てなされたときを除く。）、検察官による上

訴、上訴提起期間満了その他の事由により選

定に係る事件の国選被害者参加弁護士とし

（選定一般被害者参加弁護士契約弁護士に

よる請求に関する事項） 

第１７条 選定一般被害者参加弁護士契約弁

護士は、選定の取消し（同一事件を含む事件

の国選被害者参加弁護士への選定と近接し

てなされたときを除く。以下この条において

同じ。）その他の事由により選定に係る事件

の国選被害者参加弁護士としての活動を終
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ての活動を終了したときは、センターに対

し、報酬及び費用を請求することができる。 

２ 選定一般被害者参加弁護士契約弁護士が

前項の請求をするときは、前項に規定する事

由により選定に係る事件の国選被害者参加

弁護士としての活動を終了した日から１４

日以内に、指名等事務所に報告書を提出して

しなければならない。 

３～５ （略） 

了したときは、センターに対し、報酬及び費

用を請求することができる。 

２ 選定一般被害者参加弁護士契約弁護士が

前項の請求をするときは、選定の取消しその

他の事由により選定に係る事件の国選被害

者参加弁護士としての活動を終了した日か

ら１４日以内に、指名等事務所に報告書を提

出してしなければならない。 

３～５ （略） 

 （疎明資料の提出）  

第１８条 選定一般被害者参加弁護士契約弁

護士が報酬及び費用を請求するときは、請求

の内容に応じて、前条第２項に規定する報告

書に別表第２に定める疎明資料を添付しな

ければならない。 

 （疎明資料の提出）  

第１８条 選定一般被害者参加弁護士契約弁

護士が報酬及び費用を請求するときは、請求

の内容に応じて、第１７条第２項に規定する

報告書に別表第２に定める疎明資料を添付

しなければならない。 

（第１７条第２項に規定する期間内に報酬

及び費用の請求がされた場合の手続） 

第１９条 （略） 

２～４ （略） 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、セン

ターは、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、第１項又は前項に規定する期

間をそれぞれ７日以内に限り延長すること

ができる。この場合において、センターは、

当該選定一般被害者参加弁護士契約弁護士

に対し、遅滞なく、延長する日数及び延長の

理由を相当と認める方法により通知する。 

６ センターは、報酬及び費用を請求した選定

一般被害者参加弁護士契約弁護士に対し、次

の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る日までに、契約申込書により指定された預

金口座又は貯金口座（第９条第１項の規定に

より預金口座又は貯金口座を変更する旨の

届出があったときは、変更後の預金口座又は

貯金口座。以下「指定口座」という。）に振

（第１７条第２項に規定する期間内に報酬

及び費用の請求がされた場合の手続） 

第１９条 （略） 

２～４ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

５ センターは、報酬及び費用を請求した選定

一般被害者参加弁護士契約弁護士に対し、次

の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定め

る日までに、契約申込書により指定された預

金口座又は貯金口座（第９条第１項の規定に

より預金口座又は貯金口座を変更する旨の

届出があったときは、変更後の預金口座又は

貯金口座。以下「指定口座」という。）に振



 

4 

 

り込む方法により、報酬及び費用を支払う。 

一 （略） 

二  第２項の不服の申立てがあったとき 

第４項の通知をした日（前項の規定により

第４項に規定する期間が延長された場合

には、延長後に同項の通知をした日）の属

する月の翌月２０日 

り込む方法により、報酬及び費用を支払う。 

一 （略） 

二  第２項の不服の申立てがあったとき 

前項の通知をした日の属する月の翌月２

０日 

（第１７条第２項に規定する期間内に報酬

及び費用の請求がされなかった場合の手続） 

第２０条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前条第２項から第６項までの規定は、前項

の通知に係る報酬及び費用の算定に関する

不服の申立てについて準用する。 

（第１７条第２項に規定する期間内に報酬

及び費用の請求がされなかった場合の手続） 

第２０条 （略） 

２～５ （略） 

６ 前条第２項から第５項までの規定は、前項

の通知に係る報酬及び費用の算定に関する

不服の申立てについて準用する。  

（第２０条第１項の通知後、選定一般被害者

参加弁護士契約弁護士から同条第２項に規

定する期間内に請求がない場合等の手続）  

第２１条 （略） 

２～５ （略） 

６ 第１９条第２項から第６項までの規定は、

第４項第１号及び前項の通知に係る報酬及

び費用の算定に関する不服の申立てについ

て準用する。  

７ （略）  

８ 第１項、第４項、第５項及び第７項に規定

する通知に係る額の報酬及び費用の支払に

ついては、第１９条第６項の規定を準用す

る。  

（第２０条第１項の通知後、選定一般被害者

参加弁護士契約弁護士から同条第２項に規

定する期間内に請求がない場合等の手続）  

第２１条 （略） 

２～５ （略） 

６ 第１９条第２項から第５項までの規定は、

第４項第１号及び前項の通知に係る報酬及

び費用の算定に関する不服の申立てについ

て準用する。  

７ （略）  

８ 第１項、第４項、第５項及び第７項に規定

する通知に係る額の報酬及び費用の支払に

ついては、第１９条第５項の規定を準用す

る。  

（中間払いの手続等） 

第２６条 （略） 

２～６ （略） 

７ センターは、選定一般被害者参加弁護士契

約弁護士から第５項の不服の申立てを受け

たときは、中間払いに係る報酬及び費用を再

度算定し、当該不服の申立てを受けた日から

（中間払いの手続等） 

第２６条 （略） 

２～６ （略） 

７ センターは、選定一般被害者参加弁護士契

約弁護士から第５項の不服の申立てを受け

たときは、中間払いに係る報酬及び費用を再

度算定し、当該不服の申立てを受けた日から
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７日以内に、当該選定一般被害者参加弁護士

契約弁護士に、次の各号に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める事項を通知する。 

 

 一・二 （略） 

８ 第４項及び前項の規定にかかわらず、セン

ターは、事務処理上の困難その他正当な理由

があるときは、第４項又は前項に規定する期

間をそれぞれ７日以内に限り延長すること

ができる。この場合において、センターは、

当該選定一般被害者参加弁護士契約弁護士

に対し、遅滞なく、延長する日数及び延長の

理由を相当と認める方法により通知する。 

９ センターは、報酬及び費用の中間払いを請

求した選定一般被害者参加弁護士契約弁護

士に対し、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める日までに、指定口座に振り込

む方法により、報酬及び費用の中間払いをす

る。 

一 （略） 

二  第５項の不服の申立てがあったとき 

第７項の通知をした日（前項の規定により

第７項に規定する期間が延長された場合

には、延長後に同項の通知をした日）の属

する月の翌月２０日  

７日以内に、当該選定一般被害者参加弁護士

契約弁護士に、次の各号に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める事項を通知しなければ

ならない。 

 一・二 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

８ センターは、報酬及び費用の中間払いを請

求した選定一般被害者参加弁護士契約弁護

士に対し、次の各号に掲げる区分に従い、当

該各号に定める日までに、指定口座に振り込

む方法により、報酬及び費用の中間払いをす

る。 

一 （略） 

二  第５項の不服の申立てがあったとき 

前項の通知をした日の属する月の翌月２

０日 

（中間払い後の中間払い） 

第２７条 （略） 

２ 前条第２項から第９項までの規定は、前項

の請求について準用する。 

３ （略） 

（中間払い後の中間払い） 

第２７条 （略） 

２ 前条第２項から第８項までの規定は、前項

の請求について準用する。 

３ （略） 

（費用の中間払い） 

第２８条 （略） 

２ 第２６条第２項から第９項までの規定は、

前項の中間払いについて準用する。 

３ （略） 

（費用の中間払い） 

第２８条 （略） 

２ 第２６条第２項から第８項までの規定は、

前項の中間払いについて準用する。 

３ （略） 
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（契約に違反した場合の措置に関する事項） 

第３１条 一般被害者参加弁護士契約弁護士

は、一般被害者参加弁護士契約（以下この条

において「契約」という。）に基づき国選被害

者参加弁護士としての事務を取り扱うとき

は、法律事務取扱規程に規定する法律事務の

取扱いの基準を遵守しなければならない。  

２～８ （略）  

（契約に違反した場合の措置に関する事項） 

第３１条 一般被害者参加弁護士契約弁護士

は、一般被害者参加弁護士契約（以下、この

章において「契約」という。）に基づき国選被

害者参加弁護士としての事務を取り扱うと

きは、法律事務取扱規程に規定する法律事務

の取扱いの基準を遵守しなければならない。 

２～８ （略）  

（一般被害者参加弁護士契約弁護士による

解約）  

第３４条 （略） 

２ （略） 

３ 一般被害者参加弁護士契約弁護士が一般

被害者参加弁護士契約を解約するときは、セ

ンターに対して解約申出書を提出しなけれ

ばならない。  

４・５ （略） 

（一般被害者参加弁護士契約弁護士による

解約）  

第３４条 （略） 

２ （略） 

３ 一般被害者参加弁護士契約弁護士が一般

被害者参加弁護士契約を解約するときは、当

該契約の申込みを行った地方事務所に対し

て解約申出書を提出しなければならない。  

４・５ （略） 

附 則（令和６年３月２８日法務大臣変更認

可）  

（施行期日）  

第１条 この約款の変更は、令和６年４月１日

から施行する。ただし、変更後の算定基準第

２２条の規定及び附則第４条の規定は、刑法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第６

７号）の施行の日から施行する。  

（経過措置の原則）  

第２条 変更後のこの約款は、この附則に特別

の定めのある場合を除き、施行期日後に選定

請求又は指名通知請求があった事件につい

て適用し、その余の事件については、なお従

前の例による。  

（届出に関する経過措置）  

第３条 変更後の約款の施行期日前に変更前

の第１３条第１項又は第２項の規定により

行われた届出は、それぞれ第９条第１項又は

（新設） 
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第２項の規定により行われた届出とみなす。 

（拘禁刑に関する経過措置）  

第４条 原判決の宣告刑が死刑又は無期懲役

の事件に関しては、変更後の算定基準第２２

条において読み替えて準用する同基準第１

４条第４項（第２号に係る部分に限る。）の規

定の適用については、原判決の宣告刑が死刑

又は無期懲役の事件は原判決の宣告刑が死

刑又は無期拘禁刑の事件とみなす。 
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■国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款 本則別表第１・第２ 

改 正 案（新） 現 行（旧） 

本則別表第１ 

番

号 

請求に

係る報

酬及び

費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及

び費用 

（略） 

（3）第 17 条第 1 項に規定す

る事由により国選被害者参

加弁護士としての活動を終

了した日及びその終了事由 

（略） 

（7）算定基準第 20 条第 2 項

に規定する基礎報酬を請求

するときは､同項各号に掲

げる事由 

（8）算定基準第 20 条第 3 項

に規定する基礎報酬を請求

するときは､請求の内容に

応じて､同条第 2 項各号に

掲げる事由、選定前又は選

定後、被害者参加人が出席

することができる最初の公

判期日までの間に、被害者

参加人と打合せ・協議等を

した日時、場所及び時間

（打合せ・協議等をするに

至らなかったときは打合

せ・協議等の申入れの日

時）並びに記録の閲覧若し

くは謄写をした日又は選定

に係る事件の原審の記録を

謄写したものの引継ぎを受

けた日、記録の検討状況､

本則別表第１ 

番

号 

請求に

係る報

酬及び

費用 

報告書に記載すべき事項 

1 報酬及

び費用 

（略） 

（3）選定の取消しその他の

事由により国選被害者参加

弁護士としての活動を終了

した日及びその終了事由 

（略） 

（7）算定基準第 20 条第 2 項

に規定する基礎報酬を請求

するときは､原審の記録の

丁数 

（8）算定基準第 20 条第 3 項

に規定する基礎報酬を請求

するときは､請求の内容に

応じて､原審の記録の丁

数、選定前又は選定後、被

害者参加人が出席すること

ができる最初の公判期日ま

での間に、被害者参加人と

打合せ・協議等をした日

時、場所及び時間（打合

せ・協議等をするに至らな

かったときは打合せ・協議

等の申入れの日時）並びに

記録の閲覧又は謄写をした

日又は選定に係る事件の原

審の記録を謄写したものの

引継ぎを受けた日、記録の

検討状況､原審の被害者参
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原審の被害者参加弁護士の

氏名及び所属弁護士会 

（略） 

2 実質公

判期日

加算報

酬 

（1）国選被害者参加弁護士

として出席した公判期日の

うち､実質審理（弁論又は

証拠調べが行われた審理を

いう。以下同じ。）が行わ

れた公判期日（以下「実質

公判期日」という。）の日

及びその立会時間（昼の休

廷時間その他検察官の在廷

の必要のない休廷時間を除

き､実質審理に近接して判

決宣告が行われた場合にお

ける当該判決宣告の時間及

び裁判員裁判事件（裁判員

の参加する刑事裁判に関す

る法律（平成 16 年法律第

63 号）第 2 条第 1 項に規

定する裁判員の参加する合

議体で取り扱われた被告事

件をいう。以下同じ。）に

おいて､検察官が在廷を命

ぜられ､国選被害者参加弁

護士が検察官とともに在廷

し､当該在廷の時間が１時

間 30 分未満である場合の

当該在廷時間を含む。以下

同じ。） 

 

 

 

 

 

加弁護士の氏名及び所属弁

護士会 

（略） 

2 実質公

判期日

加算報

酬 

（1）国選被害者参加弁護士

として出席した公判期日の

うち､実質審理（弁論又は

証拠調べが行われた審理を

いう。以下同じ。）が行わ

れた公判期日（以下「実質

公判期日」という。）の日

及びその立会時間（昼の休

廷時間その他検察官の在廷

の必要のない休廷時間を除

き､実質審理に近接して判

決宣告が行われた場合にお

ける当該判決宣告の時間及

び裁判員裁判事件（裁判所

法第 26 条第 2 項第 2 号に

掲げる被告事件であり､死

刑又は無期の懲役若しくは

禁錮に当たる罪に係る被告

事件又は故意の犯罪行為に

より被害者を死亡させた罪

に係る被告事件であって､

裁判員の参加する刑事裁判

に関する法律（平成 16 年

法律第 63 号）第 2 条第 1

項に規定する裁判員の参加

する合議体で取り扱われた

ものをいう。以下同じ。）

において､検察官が在廷を

命ぜられ､国選被害者参加

弁護士が検察官とともに在

廷し､当該在廷の時間が１

時間 30 分未満である場合
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（略） 

3 判決宣

告期日

等加算

報酬 

判決宣告期日等（公判期日等

（公判、公判準備その他の裁

判手続が行われた期日をい

う。以下同じ。）のうち、実

質公判期日に該当しないもの

をいう。以下同じ。）の日 

 
 

(略 ) （略） （略） 

9 公判期

日等へ

の出席

のため

の旅

費､日

当及び

宿泊料 

（1）公判期日等への出席の

ための旅費､日当及び宿泊

料について、請求の内容に

応じて､出張（算定基準第

13 条第 1 項に規定する出

張をいう。以下この約款の

本則において同じ。）の経

路及び方法､旅費の額及び

内訳､出張の日程並びに宿

泊した日及び宿泊した場所 

（略） 

(略 ) （略） （略） 

   
 

の当該在廷時間を含む。以

下同じ。） 

（略） 

3 判決宣

告期日

等加算

報酬 

判決宣告期日等（手続期日

（公判、公判準備その他の裁

判手続が行われた期日をい

う。以下同じ。）のうち、実

質公判期日、公判前整理手続

期日及び期日間整理手続期日

のいずれにも該当しないもの

をいう。以下同じ。）の日 

(略 ) （略） （略） 

9 公判期

日への

出席の

ための

旅費､

日当及

び宿泊

料 

（1）請求の内容に応じて､出

張（算定基準第 13 条第 1

項に規定する出張をいう。

以下この約款の本則におい

て同じ。）の経路及び方

法､旅費の額及び内訳､出張

の日程並びに宿泊した日及

び宿泊した場所 

（略） 

(略 ) （略） （略） 
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本則別表第２ 

番

号 

請求する報酬及

び費用 
疎明資料 

（削る） 

 

 

 

 

 

 
 

1

～

6 

（略） （略） 

7 公判期日等への

出席のための旅

費及び宿泊料 

（1）現に支払った旅

費の額を請求する

場合は、公判期日等

に出席するための

手続が行われた場

所までの移動の経

路及び方法、現に支

払った旅費の額を

疎明する資料 

（略） 

8

・

9 

（略） （略） 

 

本則別表第２ 

番

号 

請求する報酬及

び費用 
疎明資料 

1 原審の記録の丁

数が 1000 を超

える上訴審にお

ける選定一般被

害者参加弁護士

契約弁護士の当

該記録の丁数に

応じた基礎報酬 

記録の丁数が 1000 を

超えることを疎明す

る資料 

2

～

7 

（略） （略） 

8 公判期日への出

席のための旅費

及び宿泊料 

（1）現に支払った旅

費の額を請求する

場合は、公判期日に

出席するための手

続が行われた場所

までの移動の経路

及び方法、現に支払

った旅費の額を疎

明する資料 

（略） 

9

・

10 

（略） （略） 
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国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款 新旧対照表 

（下線は改正箇所） 

■国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款（別紙）報酬及び費用の算定基準  

改 正 案（新）  現 行（旧）  

（選定の取消し等のときの算定方法） 

第３条 選定一般被害者参加弁護士契約弁護

士が、本則第１０条第２項に規定する事由に

より国選被害者参加弁護士としての活動を

終了したときは、その時点までの活動につい

て、この基準の定めるところにより、報酬及

び費用の額を算定する。ただし、当該活動の

終了が選定の取消しによるものである場合

であって、当該取消し後の近接した時点にお

いて、当該取消しに係る事件を含む事件の国

選被害者参加弁護士に選定されたときは、こ

の基準の適用において、当該取消しはされな

かったものとみなす。 

（選定の取消し等のときの算定方法） 

第３条 選定一般被害者参加弁護士契約弁護

士が、選定の取消しその他の事由により国選

被害者参加弁護士としての活動を終了した

ときは、その時点までの活動について、この

基準の定めるところにより、報酬及び費用の

額を算定する。ただし、当該活動の終了が選

定の取消しによるものである場合であって、

当該取消し後の近接した時点において、当該

取消しに係る事件を含む事件の国選被害者

参加弁護士に選定されたときは、この基準の

適用において、当該取消しはされなかったも

のとみなす。 

（報酬及び費用の種類） 

第６条 犯罪被害者等保護法第１３条第１項

の規定に基づき、第一審において国選被害者

参加弁護士に選定された一般被害者参加弁

護士契約弁護士（以下「第一審被害者参加弁

護士」という。）に対して、次の報酬及び費用

を支払う。 

一 （略） 

二 費用 

ア・イ （略） 

ウ 公判期日等への出席のための旅費、日

当及び宿泊料 

エ・オ （略） 

（報酬及び費用の種類） 

第６条 犯罪被害者等保護法第１３条第１項

の規定に基づき、第一審において国選被害者

参加弁護士に選定された一般被害者参加弁

護士契約弁護士（以下「第一審被害者参加弁

護士」という。）に対して、次の報酬及び費用

を支払う。 

一 （略） 

二 費用 

ア・イ （略） 

ウ 公判期日への出席のための旅費、日当

及び宿泊料 

エ・オ （略） 

（審理対応特別加算報酬）  

第１２条 （略）  

２ 前項の審理対応特別加算報酬の額は、担当

先行審理の数に応じて、算定基準別表第４の

「事件の種類及び報酬額」の欄の区分ごとに

（審理対応特別加算報酬）  

第１２条 （略）  

２ 前項の審理対応特別加算報酬の額は、担当

先行審理の数に応じて、算定基準別表４の

「事件の種類及び報酬額」の欄の区分ごとに
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定める額とする。 定める額とする。 

（遠距離打合せ・協議等加算報酬） 

第１３条 第一審被害者参加弁護士が、被害者

参加人との打合せ・協議等、記録の閲覧又は

謄写、検察官との打合せ・協議等、事件現場

の確認、目撃者その他関係者からの事情聴取

その他の活動のために、第一審被害者参加弁

護士の事務所の所在地を管轄する簡易裁判

所（以下「最寄簡裁」という。）の主たる庁舎

の所在する場所と移動の目的地との直線距

離が片道２５キロメートル以上である移動

又は当該直線距離が片道２５キロメートル

未満であって、最寄簡裁の主たる庁舎の所在

する場所から目的地まで最も経済的な通常

の経路及び方法によって移動した場合の移

動距離が片道５０キロメートル以上である

移動（以下「遠距離移動」という。）をした場

合において、当該遠距離移動が国選被害者参

加弁護士としての活動上必要であると認め

られ、第一審被害者参加弁護士からその旨申

出があるときは、第一審被害者参加弁護士に

遠距離打合せ・協議等加算報酬を支給する。

ただし、遠距離移動が選定に係る事件の被害

者参加人が出席することができる公判期日

等への出席のための出張（手続が最寄簡裁の

管轄区域以外の場所で行われ、当該手続が行

われる場所が最寄簡裁の主たる庁舎の所在

する場所から直線距離で８キロメートルを

超える場合におけるその場所への移動をい

う。以下同じ。）を兼ねるときは、遠距離打合

せ・協議等加算報酬は支給しない。 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期

日等への出頭、国選付添事件の手続期日への

出席又は国選被害者参加事件の公判期日等

（遠距離打合せ・協議等加算報酬） 

第１３条 第一審被害者参加弁護士が、被害者

参加人との打合せ・協議等、記録の閲覧又は

謄写、検察官との打合せ・協議等、事件現場

の確認、目撃者その他関係者からの事情聴取

その他の活動のために、第一審被害者参加弁

護士の事務所の所在地を管轄する簡易裁判

所（以下「最寄簡裁」という。）の主たる庁舎

の所在する場所と移動の目的地との直線距

離が片道２５キロメートル以上である移動

又は当該直線距離が片道２５キロメートル

未満であって、最寄簡裁の主たる庁舎の所在

する場所から目的地まで最も経済的な通常

の経路及び方法によって移動した場合の移

動距離が片道５０キロメートル以上である

移動（以下「遠距離移動」という。）をした場

合において、当該遠距離移動が国選被害者参

加弁護士としての活動上必要であると認め

られ、第一審被害者参加弁護士からその旨申

出があるときは、第一審被害者参加弁護士に

遠距離打合せ・協議等加算報酬を支給する。

ただし、遠距離移動が選定に係る事件の被害

者参加人が出席することができる公判期日

への出席のための出張（手続が最寄簡裁の管

轄区域以外の場所で行われ、当該手続が行わ

れる場所が最寄簡裁の主たる庁舎の所在す

る場所から直線距離で８キロメートルを超

える場合におけるその場所への移動をいう。

以下同じ。）を兼ねるときは、遠距離打合せ・

協議等加算報酬は支給しない。 

２・３ （略） 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期

日等への出頭、国選付添事件若しくは国選被

害者参加事件の手続期日への出席又は被害
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への出席のための出張を兼ねる場合であっ

て、当該遠距離移動に対して、他の事件に関

して日当が支給されるときは、本件の遠距離

打合せ・協議等加算報酬及び他の事件の日当

の額は、最も高額なものをそれぞれの事件に

按分した額とする。 

者参加人が出席することができる公判期日

への出席のための出張を兼ねる場合であっ

て、当該遠距離移動に対して、他の事件に関

して日当が支給されるときは、本件の遠距離

打合せ・協議等加算報酬及び他の事件の日当

の額は、最も高額なものをそれぞれの事件に

按分した額とする。 

（記録謄写費用） 

第１４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第一審被害者参加弁護士が国選被害者参

加弁護士に選定された事件が次の各号に掲

げる事件であって、当該第一審被害者参加弁

護士が当該事件の記録を謄写し、当該第一審

被害者参加弁護士からその旨申出があると

きは、謄写枚数の全部について、当該第一審

被害者参加弁護士に記録謄写費用を支給す

ることとし、その額は、前３項の規定にかか

わらず、謄写枚数１枚につき、４０円（カラ

ー謄写をしたときはカラー謄写１枚につき

１００円）又は当該第一審被害者参加弁護士

が記録謄写のために現に支払った額のうち

いずれか低い額とする。 

一～三 （略） 

四 記録の枚数が２０００を超える事件 

５～８ （略） 

（記録謄写費用） 

第１４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第一審被害者参加弁護士が国選被害者参

加弁護士に選定された事件が次の各号に掲

げる事件であって、当該第一審被害者参加弁

護士が当該事件の記録を謄写し、当該第一審

被害者参加弁護士からその旨申出があると

きは、謄写枚数の全部について、当該第一審

被害者参加弁護士に記録謄写費用を支給す

ることとし、その額は、前３項の規定にかか

わらず、謄写枚数１枚につき、４０円（カラ

ー謄写をしたときはカラー謄写１枚につき

１００円）又は当該第一審被害者参加弁護士

が記録謄写のために現に支払った額のうち

いずれか低い額とする。 

一～三 （略） 

四 記録の丁数が２０００を超える事件 

５～８ （略） 

（遠距離打合せ・協議等交通費及び遠距離打

合せ・協議等宿泊料） 

第１５条 第一審被害者参加弁護士が、遠距離

移動（記録謄写のための移動については、履

行補助者を用いてする場合を含む。）をした

場合であって、当該遠距離移動が国選被害者

参加弁護士としての活動上必要であると認

められ、第一審被害者参加弁護士からその旨

申出があるときは、遠距離打合せ・協議等交

（遠距離打合せ・協議等交通費及び遠距離打

合せ・協議等宿泊料） 

第１５条 第一審被害者参加弁護士が、遠距離

移動（記録謄写のための移動については、履

行補助者を用いてする場合を含む。）をした

場合であって、当該遠距離移動が国選被害者

参加弁護士としての活動上必要であると認

められ、第一審被害者参加弁護士からその旨

申出があるときは、遠距離打合せ・協議等交
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通費を支給する。ただし、遠距離移動が選定

に係る事件の被害者参加人が出席すること

ができる公判期日等への出席のための出張

を兼ねるときは、遠距離打合せ・協議等交通

費と当該公判期日等への出席のための旅費

のうち最も高額なもののみを支給する。 

２ （略） 

３ 第一審被害者参加弁護士が、遠距離移動の

目的（記録謄写を目的とするものについて

は、履行補助者を用いた場合を含む。）のため

に宿泊を要し、当該第一審被害者参加弁護士

からその旨申出があるときは、当該第一審被

害者参加弁護士に、民事訴訟費用等に関する

法律（昭和４６年法律第４０号）第２条第４

号の当事者等の宿泊料の例により算定した

額の遠距離打合せ・協議等宿泊料を支給す

る。ただし、当該宿泊が選定に係る事件の被

害者参加人が出席することができる公判期

日等への出席のための宿泊を兼ねるときは、

遠距離打合せ・協議等宿泊料は支給しない。 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期

日等への出頭、国選付添事件の手続期日への

出席又は国選被害者参加事件の公判期日等

への出席のための出張を兼ねるときは、本件

の遠距離打合せ・協議等交通費及び遠距離打

合せ・協議等宿泊料並びに他の事件の旅費及

び宿泊料の額は、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定める額とする。 

 

一・二 （略） 

５ （略） 

通費を支給する。ただし、遠距離移動が選定

に係る事件の被害者参加人が出席すること

ができる公判期日への出席のための出張を

兼ねるときは、遠距離打合せ・協議等交通費

と当該公判期日への出席のための旅費のう

ち最も高額なもののみを支給する。 

２ （略） 

３ 第一審被害者参加弁護士が、遠距離移動の

目的（記録謄写を目的とするものについて

は、履行補助者を用いた場合を含む。）のため

に宿泊を要し、当該第一審被害者参加弁護士

からその旨申出があるときは、当該第一審被

害者参加弁護士に、民事訴訟費用等に関する

法律（昭和４６年法律第４０号）第２条第４

号の当事者等の宿泊料の例により算定した

額の遠距離打合せ・協議等宿泊料を支給す

る。ただし、当該宿泊が選定に係る事件の被

害者参加人が出席することができる公判期

日への出席のための宿泊を兼ねるときは、遠

距離打合せ・協議等宿泊料は支給しない。 

４ 遠距離移動が、他の国選弁護事件の手続期

日等への出頭、国選付添事件又は国選被害者

参加事件の手続期日への出席又は被害者参

加人が出席することができる公判期日への

出席のための出張を兼ねるときは、本件の遠

距離打合せ・協議等交通費及び遠距離打合

せ・協議等宿泊料並びに他の事件の旅費及び

宿泊料の額は、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定める額とする。 

一・二 （略） 

５ （略） 

（公判期日等への出席のための旅費、日当及

び宿泊料） 

第１６条 第一審被害者参加弁護士が、被害者

参加人が出席することができる公判期日等

（公判期日への出席のための旅費、日当及び

宿泊料） 

第１６条 第一審被害者参加弁護士が、被害者

参加人が出席することができる公判期日に
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に出席するための出張をした場合であって、

当該第一審被害者参加弁護士からその旨申

出があるときは、当該第一審被害者参加弁護

士に旅費を支給する。 

２ 第一審被害者参加弁護士が、被害者参加人

が出席することができる公判期日等に出席

するための出張をし、出張の目的地への移動

のみに要した日がある場合であって、当該第

一審被害者参加弁護士からその旨申出があ

るときは、当該第一審被害者参加弁護士に日

当を支給する。 

３ 第一審被害者参加弁護士が、被害者参加人

が出席することができる公判期日等に出席

するための出張をし、そのために宿泊を要し

た場合であって、当該第一審被害者参加弁護

士からその旨申出があるときは、当該第一審

被害者参加弁護士に宿泊料を支給する。 

４・５ （略） 

６ 被害者参加人が出席することができる公

判期日等への出席のための出張が他の国選

弁護事件、国選付添事件又は国選被害者参加

事件の遠距離移動を兼ねるときは、本件の旅

費、日当及び宿泊料の額並びに他の事件の遠

距離接見等交通費、遠距離面会等交通費、遠

距離打合せ・協議等交通費、遠距離等加算報

酬、遠距離面会等加算報酬、遠距離打合せ・

協議等加算報酬､遠距離接見等宿泊料、遠距

離面会等宿泊料及び遠距離打合せ・協議等宿

泊料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める額とする。 

一～三 （略） 

７ 国選被害者参加事件の公判期日等への出

席のための出張が他の国選弁護事件の手続

期日等への出頭、国選付添事件の手続期日へ

の出席又は国選被害者参加事件の公判期日

出席するための出張をした場合であって、当

該第一審被害者参加弁護士からその旨申出

があるときは、当該第一審被害者参加弁護士

に旅費を支給する。 

２ 第一審被害者参加弁護士が、被害者参加人

が出席することができる公判期日に出席す

るための出張をし、出張の目的地への移動の

みに要した日がある場合であって、当該第一

審被害者参加弁護士からその旨申出がある

ときは、当該第一審被害者参加弁護士に日当

を支給する。 

３ 第一審被害者参加弁護士が、被害者参加人

が出席することができる公判期日に出席す

るための出張をし、そのために宿泊を要した

場合であって、当該第一審被害者参加弁護士

からその旨申出があるときは、当該第一審被

害者参加弁護士に宿泊料を支給する。 

４・５ （略） 

６ 被害者参加人が出席することができる公

判期日への出席のための出張が他の国選弁

護事件、国選付添事件又は国選被害者参加事

件の遠距離移動を兼ねるときは、本件の旅

費、日当及び宿泊料の額並びに他の事件の遠

距離接見等交通費、遠距離面会等交通費、遠

距離打合せ・協議等交通費、遠距離等加算報

酬、遠距離面会等加算報酬、遠距離打合せ・

協議等加算報酬､遠距離接見等宿泊料、遠距

離面会等宿泊料及び遠距離打合せ・協議等宿

泊料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、

当該各号に定める額とする。 

一～三 （略） 

７ 被害者参加人が出席することができる公

判期日への出席のための出張が他の国選弁

護事件の手続期日等への出頭、国選付添事件

又は国選被害者参加事件の手続期日への出
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等への出席のための出張を兼ねるときは、本

件の旅費、日当及び宿泊料の額並びに他の事

件の旅費、日当及び宿泊料の額は、次の各号

に掲げる区分に従い、当該各号に定める額と

する。 

 

一・二 （略） 

席又は被害者参加人が出席することができ

る公判期日への出席のための出張を兼ねる

ときは、本件の旅費、日当及宿泊料の額並び

に他の事件の旅費、日当及び宿泊料の額は、

次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定

める額とする。 

一・二 （略） 

（訴訟準備費用） 

第１８条 第一審被害者参加弁護士が、診断書

の作成料、弁護士法第２３条の２に基づく弁

護士会照会の手数料、行政機関が発行する証

明書の発行手数料（行政機関が保有すべき情

報を法令に基づき提供する役務に係る手数

料を含む。）、犯罪被害者等保護法第３条第１

項若しくは第４条第１項の規定による訴訟

記録の閲覧若しくは謄写の手数料又は謄写

記録の送料（本則第３０条第１項に規定する

謄写記録の引継ぎを受けるのに要したもの

に限る。）を支出し、当該支出が国選被害者参

加弁護士の活動上必要であると認められる

場合であって、第一審被害者参加弁護士から

その旨申出があるときは、総額３万円を限度

として、第一審被害者参加弁護士が現に支払

った手数料等の額を支給する。 

（訴訟準備費用） 

第１８条 第一審被害者参加弁護士が、診断書

の作成料、弁護士法第２３条の２に基づく弁

護士会照会の手数料、行政機関が発行する証

明書の発行手数料又は謄写記録の送料（本則

第３０条第１項に規定する謄写記録の引継

ぎを受けるのに要したものに限る。）を支出

し、当該支出が国選被害者参加弁護士の活動

上必要であると認められる場合であって、第

一審被害者参加弁護士からその旨申出があ

るときは、総額３万円を限度として、第一審

被害者参加弁護士が現に支払った手数料等

の額を支給する。 

（報酬及び費用の種類） 

第１９条 犯罪被害者等保護法第１３条第１

項の規定に基づき、上訴審の事件において国

選被害者参加弁護士に選定された一般被害

者参加弁護士契約弁護士（以下「上訴審被害

者参加弁護士」という。）に対して、次の報酬

及び費用を支払う。 

一 （略） 

二 費用 

ア・イ （略） 

ウ 公判期日等への出席のための旅費、日

（報酬及び費用の種類） 

第１９条 犯罪被害者等保護法第１３条第１

項の規定に基づき、上訴審の事件において国

選被害者参加弁護士に選定された一般被害

者参加弁護士契約弁護士（以下「上訴審被害

者参加弁護士」という。）に対して、次の報酬

及び費用を支払う。 

一 （略） 

二 費用 

ア・イ （略） 

ウ 公判期日への出席のための旅費、日当
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当及び宿泊料 

エ・オ （略） 

及び宿泊料 

エ・オ （略） 

（基礎報酬） 

第２０条 （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合であ

って、上訴審被害者参加弁護士から申出があ

るときは、基礎報酬の額は、前項の規定にか

かわらず、同項各号に定める額に１万３００

０円（次の各号の二以上に該当するときは、

１万４０００円）を加算した額とする。 

一 上訴審において、公訴事実が争われ、又

は刑事訴訟法第３３５条第２項の事実が

主張されたとき。 

二 原審（上告審にあっては、第一審）が裁

判員裁判事件であるとき。 

 

三 検察官が上訴した事件（当事者双方が上

訴した場合を含む。）であるとき。 

３ 上訴審被害者参加弁護士が、選定後、被害

者参加人が出席することができる最初の公

判期日の前に、上訴の取下げ、選定の取消し

その他の事由により国選被害者参加弁護士

の活動を終了したとき又は控訴審において

選定された上訴審被害者参加弁護士の選定

以後の実質公判期日がないときは、基礎報酬

の額は、算定基準別表第５の「算定基準第２

０条第２項各号に掲げる事由の該当・非該

当」及び「活動内容」の欄に掲げる区分に従

い、当該別表に定める額とする。 

４ （略） 

（基礎報酬） 

第２０条 （略） 

２ 原審の記録の丁数が１０００を超える場

合で、上訴審被害者参加弁護士からその旨申

出があるときは、基礎報酬の額は、前項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従

い、当該各号に定める額とする。 

 

一 原審の記録の丁数が１０００を超え５

０００以下のとき 前項各号に規定する

額の１５０％の額 

二 原審の記録の丁数が５０００を超え１

万以下のとき 前項各号に規定する額の

２００％の額 

三 原審の記録の丁数が１万を超えるとき 

前項各号に規定する額の３００％の額 

３ 上訴審被害者参加弁護士が、選定後、被害

者参加人が出席することができる最初の公

判期日の前に、上訴の取下げ、選定の取消し

その他の事由により国選被害者参加弁護士

の活動を終了したとき又は控訴審において

選定された上訴審被害者参加弁護士の選定

以後の実質公判期日がないときは、基礎報酬

の額は、算定基準別表第５の原審の記録の丁

数の欄及び活動内容の欄に掲げる区分に従

い、当該別表に定める額とする。 

 

４ （略） 

（準用規定）  

第２２条 前章の規定は、この章に特別の定め

があるものを除いて、上訴審被害者参加弁護

士の報酬及び費用の額の算定について準用

する。この場合において、算定基準第１４条

（準用規定） 

第２２条 前章の規定は、この章に特別の定め

があるものを除いて、上訴審被害者参加弁護

士の報酬及び費用の額の算定について準用

する。この場合において、算定基準第１４条



 

8 

 

第４項第２号に「法定刑に死刑の定めがある

罪に係る」とあるのは「原判決の宣告刑が死

刑又は無期拘禁刑の」と読み替えるものとす

る。 

第４項第２号に「法定刑に死刑の定めがある

罪に係る」とあるのは「原判決の宣告刑が死

刑又は無期懲役の」と読み替えるものとす

る。 
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■国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款 

（別紙）報酬及び費用の算定基準 別表第５ 

改 正 案（新） 現 行（旧） 

算定基準別表第５ 

番

号 

算 定 基

準第 20

条 第 2

項 各 号

に 掲 げ

る 事 由

の 該

当 ・ 非

該当 

活動内容 
基礎報酬

の額 

(略 ) （略） （略） （略） 

2 

非該当 

（略） （略） 

3 （略） （略） 

4 （略） （略） 

5 （略） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算定基準別表第５ 

番

号 

原 審 の

記 録 の

丁数 

活動内容 
基礎報酬

の額 

(略 ) （略） （略） （略） 

2 

1000 以

下 

（略） （略） 

3 （略） （略） 

4 （略） （略） 

5 （略） （略） 

6 

1000 を

超え 

5000 以

下 

原 審 記 録 の 閲 覧

等を行ったとき 
¥9,000 

7 

原 審 記 録 の 閲 覧

等を行った上、当

該 記 録 を 十 分 に

検討したとき 

¥24,000 

8 

被 害 者 参 加 人 と

の打合せ・協議等

を行い、かつ、原

審 記 録 の 閲 覧 等

を行ったとき 

¥18,000 

9 

被 害 者 参 加 人 と

の打合せ・協議等

を行い、かつ、原

審 記 録 の 閲 覧 等

を行った上、当該

¥33,000 
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6 

該当 

（略） （略） 

7 （略） （略） 

8 （略） （略） 

9 （略） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上訴審被害者参加弁護士が被害者参加人

と打合せ・協議等を行っていない場合におい

て、当該上訴審被害者参加弁護士が被害者参

加人に打合せ・協議等の申入れをしていた場

合で、当該上訴審被害者参加弁護士からその

旨申出があるときは、当該上訴審被害者参加

弁護士に支給すべき基礎報酬の額は、この別

表に掲げる算定基準第 20 条第 2 項各号に掲

げる事由の該当・非該当及び活動内容に応じ

て、番号 1、4、5、8 又は 9 に準じて、これ

記 録 を 十 分 に 検

討したとき 

10 
5000 を

超え 

10000

以下 

（略） （略） 

11 （略） （略） 

12 （略） （略） 

13 （略） （略） 

14 

10000

超 

原 審 記 録 の 閲 覧

等を行ったとき 
¥18,000 

15 

原 審 記 録 の 閲 覧

等を行った上、当

該 記 録 を 十 分 に

検討したとき 

¥48,000 

16 

被 害 者 参 加 人 と

の打合せ・協議等

を行い、かつ、原

審 記 録 の 閲 覧 等

を行ったとき 

¥27,000 

17 

被 害 者 参 加 人 と

の打合せ・協議等

を行い、かつ、原

審 記 録 の 閲 覧 等

を行った上、当該

記 録 を 十 分 に 検

討したとき 

¥57,000 

※ 上訴審被害者参加弁護士が被害者参加人

と打合せ・協議等を行っていない場合におい

て、当該上訴審被害者参加弁護士が被害者参

加人に打合せ・協議等の申入れをしていた場

合で、当該上訴審被害者参加弁護士からその

旨申出があるときは、当該上訴審被害者参加

弁護士に支給すべき基礎報酬の額は、この別

表に掲げる原審の記録の丁数及び活動内容

に応じて、番号 1、4、5、8、9、12、13、16

又は 17 に準じて、これらの番号の基礎報酬



 

11 

 

らの番号の基礎報酬の額の欄に定める基礎

報酬の額から 4,000 円を減じた額とする。 

の額の欄に定める基礎報酬の額から 4,000円

を減じた額とする。 
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